
○登米市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱 

平成27年９月15日 

告示第296号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号。以下「法」とい

う。）第３条第３項の生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）

の支給に関し、法、生活困窮者自立支援法施行令（平成27年政令第40号）及び生活

困窮者自立支援法施行規則（平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 自立相談支援機関 登米市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱（平成27年登

米市告示第295号）第２条第２項に規定する自立相談支援機関をいう。 

(2) 就労支援 省令第14条第１項に規定する就労支援をいう。 

(3) 基準額 別表第１に規定する世帯人数ごとの金額をいう。 

(4) 住居喪失者 離職又は自営業を廃業（以下「離職等」という。）により経済的

に困窮し、住宅を喪失した者をいう。 

(5) 住居喪失のおそれのある者 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失するお

それがある者をいう。 

(6) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約

による就職をいう。 

(7) 同一の世帯に属する者 住居確保給付金の支給を希望する者又は現に支給を

受けている者と同居しており、かつ、生計を一にする親族（民法（明治29年法律

第89号）第725条第１号に掲げる６親等内の血族、同条第２号に掲げる配偶者及び

同条第３号に掲げる３親等内の姻族のほか、法律上保護される内縁関係にある者

を含む。）をいう。 

(8) 家賃額 支給対象者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額をいうものと

し、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、生活保護法による

保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）別表第３の２の規定に基づき、厚生労

働大臣が別に定める額（以下「住宅扶助特別基準額」という。）を上限とする。 

(9) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。 

(10) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援

に関する法律（平成23年法律第47号）第７条に規定する職業訓練受講給付金（以

下単に「職業訓練受講給付金」という。） 

(11) 総合支援資金 生活福祉資金（総合支援資金）貸付制度の運営について（平



成21年７月28日付け社援発0728第９号厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な

相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が

見込まれる世帯に対して、登米市社会福祉協議会が生活支援費、住居入居費又は

一時生活再建費を貸し付けるものをいう。 

(12) 臨時特例つなぎ資金 臨時特例つなぎ資金の貸付について（平成21年７月28

日付け社援発第0728第９号厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、公的給付

制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職に対して登米市社会福祉協

議会が住居確保給付金又は総合支援資金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸

し付けるものをいう。 

(13) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者

をいう。 

(14) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

（事業内容） 

第３条 本事業は、住居確保給付金の支給を希望する者が自立相談支援機関において

申請手続きを行い、市がその申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保

給付金を支給するものとする。 

２ 住居確保給付金の支給を受けている者に対しては、様々な社会資源と連携を図り

つつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行うものと

する。 

（支給要件） 

第４条 住居確保給付金の支給を受けることができる者は、別表第２に掲げる要件を

全て満たす者とする。ただし、次に掲げる者には支給しない。 

(1) 過去に住居確保給付金の支給を受けていた者（第19条第１項の規定により再支

給の決定を受けた者を除く。） 

(2) 住宅手当緊急特別措置事業（平成21年７月９日付け社援発0709第７号厚生労働

省社会・援護局長通知）による住宅手当を受けていた者 

（支給手続） 

第５条 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給を希望する者（以下「受給希望

者」という。）に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、国の

雇用施策による給付、総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金の概要を説明するもの

とする。この場合において、自立相談支援機関は、必要に応じ、国の雇用施策によ

る給付の詳細等について公共職業安定所で相談するよう助言するとともに、国の雇

用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。 

２ 自立相談支援機関は、受給希望者に対して、前条に規定する支給要件、手続きの



流れ等を説明するものとする。 

３ 自立相談支援機関は、受給希望者に対し、住居確保給付金申請時確認書（様式第

１号）の内容を説明し、その全ての内容について承諾した上で申請することについ

て当該住居確保給付金申請時確認書に受給希望者の署名を得た上で、住居確保給付

金支給申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）への必要事項の記載等を助

言するものとする。 

４ 受給希望者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、自立相談支援機関に提出する

ものとする。 

(1) 本人確認書類（運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各

種福祉手帳、健康保険被保険者証、住民票、戸籍謄本等をいう。）の写し 

(2) 離職状況等に関する申立書（様式第３号）等の離職等関係書類（２年以内に離

職若しくは廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業してい

る個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由

若しくは都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職若しくは廃業の

場合と同程度の状況にあることを確認できる書類をいう。）の写し 

(3) 収入関係書類（受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者のうち収入

があるものについて収入が確認できる書類をいう。）の写し 

(4) 金融資産関係書類（受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者の金融

機関の通帳等をいう。）の写し 

(5) 求職申込関係書類 

(6) 国の雇用対策による給付等の利用状況確認書類 

５ 自立相談支援機関は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない受給希望者

に対しては、前項第５号の書類の提出を求めないものとし、次に掲げる事項を指示

するものとする。 

(1) 公共職業安定所へ求職の申込みを行うこと。 

(2) 求職申込み・雇用施策利用状況確認票（住居確保給付金・総合支援資金）（様

式第４号）に、公共職業安定所から交付された求職受付票の写しを添付して自立

相談支援機関に提出すること。 

６ 自立相談支援機関は、第４項第１号の本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑

われる場合等、明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものと

し、必要書類が整っていない場合は、追加提出を指示するものとする。 

７ 自立相談支援機関は、提出された申請書に受付印を押印し、前項の規定により申

請を行った受給希望者（以下「申請者」という。）に対し、その写しを交付するも

のとする。この場合において、申請者が住居喪失者の場合にあっては入居予定住宅

に関する状況通知書（様式第５号）を、住居喪失のおそれのある者の場合にあって

は入居住宅に関する状況通知書（様式第６号）を配布するものとする。 



（住宅に関する不動産媒介業者等との調整） 

第６条 住宅に関する不動産媒介業者等との調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるところによる。 

(1) 申請者が住居喪失者である場合は、次のとおりとする。 

ア 自立相談支援機関は、申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リスト及び

理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供する等、住宅確保のための支援を

行う。 

イ 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該不動産媒介業

者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住

宅を確保する。 

ウ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅を確定した後に、申請者が持

参した入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付

する。 

エ 申請者は、交付された入居予定住宅に関する状況通知書を自立相談支援機関

に提出する。 

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者である場合は、次のとおりとする。 

ア 申請者は、入居している賃貸住宅の不動産媒介業者等に対し、申請書の写し

を提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書の交付を受ける。 

イ 申請者は、入居している賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、

交付を受けた入居住宅に関する状況通知書を自立相談支援機関に提出する。 

（審査） 

第７条 自立相談支援機関は、第５条第３項、第４項及び第５項第２号並びに第６条

に規定する書類が全て揃った時点で受付印を押印し、当該書類を市長に送付するも

のとする。 

２ 市長は、提出された申請書に基づき、住居確保給付金の可否について審査を行う

ものとする。 

３ 市長は、別表第２に規定する収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に

応じ、法第22条の規定により官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を

求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し生活困窮者

自立支援法第22条の規定に基づく報告等について（依頼）（様式第７号）により報

告を求めることができる。この場合において、同条の規定による資料の提供等につ

いては、申請者の同意が明示された申請書の写しを添付するものとする。 

４ 市長は、第２項の審査の結果、住居確保給付金の支給が適当と判断したときは、

自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給対象者証明書（様式第８号）を申

請者に手交するものとする。 

５ 市長は、第２項の審査の結果、住宅確保給付金の支給が適当でないと判断したと



きは、その理由を明記し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金不支給決定

通知書（様式第９号）を申請者に手交するものとする。この場合において、不動産

媒介業者等に対しその旨を連絡するものとする。 

（住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結） 

第８条 住居確保給付金の支給決定を受けた住居喪失者は、住居予定住宅に関する状

況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、審査の結果交付された住居確保

給付金支給対象者証明書を提示し、入居を予定している住宅に関する賃貸借契約を

締結するものとする。 

２ 前項に規定する住居喪失者であって、総合支援資金（住宅入居費に限る。）の貸

付申込みを行っている者にあっては、その申請書の写しを提示し、入居を予定して

いる住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。この場合において、当該賃貸

借契約は、原則として停止条件付契約（初期費用となる貸付金が振り込まれたこと

が確認された日をもって効力が発生する契約をいう。）とするものとする。 

３ 住居喪失者は、住宅入居後７日以内に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新

住所における住民票の写しを添付し、住居確保報告書（様式第10号）を自立相談支

援機関に提出するものとする。 

（支給決定等） 

第９条 市長は、住宅確保給付金の支給を決定したときは、自立相談支援機関を経由

して住居確保給付金支給決定通知書（様式第11号）を申請者（以下「受給者」とい

う。）に手交するものとする。 

２ 自立相談支援機関は、受給者に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。 

(1) 住居確保給付金申請時確認書の記載事項を遵守すること。 

(2) 住居確保給付金支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。 

(3) 総合支援資金の貸付けを申請している受給者にあっては、登米市社会福祉協議

会に住居確保給付金支給決定通知書の写しを提出すること。 

３ 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給が決定したときは、次に掲げる事項

を行うものとする。 

(1) 受給者に、常用就職届（様式第12号）、職業相談確認票（住居確保給付金・総

合支援資金）（様式第13号）及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書（様式

第14号）を交付し、提出を求めること。 

(2) 不動産媒介業者等及び公共職業安定所（総合支援資金の貸付けを受けている受

給者にあっては登米市社会福祉協議会を含む。）に対し、住居確保給付金支給決

定通知書の写しを送付して情報提供を行うこと。 

(3) 必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環

境及び生活面の指導を行うこと。 

４ 支給決定に当たっては、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者の別にかかわ



らず、安定した住居の確保のため、借地借家法（平成３年法律第90号）の保護の対

象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しの提

出を必須とする。 

（就職活動） 

第10条 受給者は、受給期間中において常用就職に向けた就職活動として次の各号に

掲げる活動を行うものとする。 

(1) 公共職業安定所において月２回以上の職業相談を受け、職業相談確認票（住居

確保給付金・総合支援資金）に確認印をもらうこと。 

(2) 住居確保給付金常用就職活動状況報告書を自立相談支援機関に提出し、月４回

以上の面接等を受けること。 

(3) 原則として週１回以上、求人先に応募し、又は求人先の面接を受けること。 

（常用就職及び就労収入の報告） 

第11条 支給決定後、受給者が常用就職したときは、常用就職届により自立相談支援

機関を経由して市長に届けなければならない。 

２ 前項の規定による届出を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認で

きる書類を自立相談支援機関を経由して市長に毎月提出しなければならない。 

（支給額等） 

第12条 住居確保給付金の支給額は、月ごとの家賃額とする。ただし、受給者及び受

給者と同一の世帯に属する者の収入合計金額が基準額を超える場合は、次に掲げる

計算式により算出される金額を支給額とする。 

支給額＝家賃額－（月の世帯の収入額－基準額） 

２ 前項の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金

額を切り上げるものとする。ただし、当該支給額が100円未満であるときは、100円

を支給する。 

（支給期間等） 

第13条 住居確保給付金の支給期間は、３月を限度とする。 

２ 住居喪失者である受給者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを

要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。 

３ 住居喪失のおそれのある者である受給者にあっては、支給申請日の属する月に支

払う家賃相当分から支給を開始する。 

（支給方法） 

第14条 市長は、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ住居確保

給付金を振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支

払われることが確保できる場合は、口座振込の方法によらないことができる。 

（支給額の変更） 

第15条 原則として、住居確保給付金の受給期間中における支給額は、変更しない。



ただし、次に掲げる事項に該当するに至った場合で、受給者からの支給額の変更の

申請があったときは、この限りではない。 

(1) 住居確保給付金の支給対象となっている賃貸住宅の家賃額が変更された場合 

(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結

果、基準額を下回った場合 

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関の指導によ

り市内での転居が適当である場合 

２ 支給額の変更は、住宅扶助特別基準に基づく額の範囲内で行うものとし、自立相

談支援機関は、変更申請者に対して住居確保給付金変更支給申請書（様式第15号）

を提出させるものとする。 

３ 市長は、住居確保給付金支給変更申請書の内容を審査し、支給額の変更を決定し

たときは、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金変更支給決定通知書（様式

第16号）を受給者に手交するものとする。 

（支給の停止及び再開） 

第16条 住居確保給付金の受給中に、国の雇用施策による給付の受給が決定した受給

者は、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給停止届（様式第17号）によ

り市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、自立相談支援機関を経由して住

居確保給付金支給停止決定通知書（様式第18号）を当該受給者に手交するものとす

る。 

３ 国の雇用施策による給付の受給が終了した後、住居確保給付金の支給の再開を希

望する受給者は、職業訓練受講給付金に係る訓練の終了時までに自立相談支援機関

を経由して住居確保給付金支給再開届（様式第19号）により市長に届け出なければ

ならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、自立相談支援機関を経由して住

居確保給付金支給再開決定通知書（様式第20号）を受給者に手交するものとする。 

５ 住居確保給付金の支給を再開した場合における住居確保給付金の通算支給期間は、

原則として３月とし、第18条第１項の規定による延長等をした場合の期間と合算し

て９月を限度とする。 

（支給の中止） 

第17条 市長は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当す

ると認められるときは、それぞれ当該各号に定める月分から住居確保給付金の支給

を中止するものとする。 

(1) 誠実かつ熱心に就職活動（第10条に規定する就職活動をいう。）を行わない場

合又は就労支援に関する指示に従わなかった場合は、原則として当該事実を確認

した月の翌月 



(2) 常用就職（申請後の常用就職も含む）し、就労に伴い得られた収入が収入基準

額を超えた場合又はその報告を怠った場合は、収入基準額を超える収入が得られ

た月の翌々月以降 

(3) 支給決定後、住宅確保給付金の支給対象となっている賃貸住宅から退去した場

合（借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関の指導によ

り市内での転居が適当である場合を除く。）は、原則として退去した日の属する

月の翌月 

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

は、当該事実が明らかになった日の属する月 

(5) 支給決定後、禁固以上の刑に処される場合は、当該刑に処された事実が明らか

になった日の属する月 

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した

場合は、当該事実が明らかになった日の属する月 

(7) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく生活保護費を受給した場合は、

生活保護担当部局と調整の上、適当と認める月 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、死亡等支給することができない事情が生じた場合

は、当該事実が生じた日の属する月 

２ 自立相談支援機関は、前項各号のいずれかの事実を確認したときは、できる限り

証拠をもって、早急に市長に報告しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により、支給を中止した場合には、自立相談支援機関を経

由して住居確保給付金支給中止決定通知書（様式第21号）を受給者に手交するもの

とする。 

（支給期間の延長等） 

第18条 市長は、第13条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たす受給者

については、３月を限度として支給期間を２回まで延長することができる。 

(1) 受給期間中に常用就職ができなかったこと。 

(2) 第10条に規定する就職活動を誠実に継続していたこと。 

(3) 別表第２に規定する要件（同表２の項に規定する要件を除く。）を満たしてい

ること。 

２ 支給期間の延長又は再延長（以下「延長等」という。）を希望する受給者は、支

給期間の最終の月（以下「最終月」という。）の末日までに、自立相談支援機関を

経由して住居確保給付金支給申請書（期間（再）延長）（様式第22号）により市長

に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、延長等の要

件を満たすと判断された受給者に対しては住居確保給付金支給決定通知書（期間

（再）延長）（様式第23号）を、延長等の要件を満たさないと判断された受給者に



は住居確保給付金不支給決定通知書（期間（再）延長）（様式第24号）を自立相談

支援機関を経由して手交するものとする。 

４ 延長等による住宅確保給付金の支給額は、延長等申請時の収入に基づいて第12条

の規定により算出される金額とする。 

（再支給等） 

第19条 住居確保給付金の支給を受けた者が、常用就職した後に解雇（本人の責に帰

すべき重大な理由による解雇を除く。）されたときは、第４条の支給要件を満たし

ている場合において、住居確保給付金を再支給することができる。ただし、従前の

住居確保給付金の受給中に第17条第１項（第２号及び第７号を除く。）の規定に該

当したことにより支給を中止された者には、再支給しない。 

２ 前項の規定は、第４条ただし書各号の規定に該当する者について、準用する。 

（不適正受給） 

第20条 市長は、住居確保給付金の支給後に、受給者が虚偽の申請等による不適正受

給に該当することが判明した場合は、既に支給した給付金の全額又は一部について

徴収することができる。この場合において、犯罪性のある住居確保給付金の不適正

受給事案については、警察等捜査機関に対する告発及び捜査への協力を行い、厳正

な対応を行うものとする。 

（不適正受給防止のための取組） 

第21条 市長及び自立相談支援機関は、住居確保給付金の不適正受給防止のため、次

の各号に掲げる取組を行うものとする。 

(1) 申請の受付時において、本人確認書類の写しを必ず提出させること。 

(2) 受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前

住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認すること。 

(3) 住居喪失者に対しては、原則として住宅入居後に住民票の提出を求めること。 

(4) 必要に応じ、住宅訪問により居住実態を確認し、居住環境及び生活面の支援の

ほか、架空申請、又貸し等の不適正受給を防止すること。 

(5) 刑事事件に発展することが予想される等の不適正受給案件については、その概

要、対応方針等について速やかに宮城県を経由して国に報告し、再発防止のため

情報を共有すること。 

（関係機関との連携等） 

第22条 自立相談支援機関は、申請者又は受給者の状況等について、公共職業安定所、

社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密にして情報共有を行うものとする。 

２ 自立相談支援機関は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図ると

ともに、申請者又は受給者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行うものと

する。 

（暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除） 



第23条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員ではなくなった日から５

年を経過していない者（以下「暴力団員等」という。）と関係を有する不動産媒介

業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産

媒介業者等が発行する入居住宅に関する状況通知書又は住居予定住宅に関する状況

通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該不動産媒介業者等から発行

される通知書を受理しないものとする。 

２ 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するもの

をいう。 

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ず

る者（以下「役員等」という。）のうち暴力団員等に該当する者のいる不動産媒

介業者等 

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人に暴

力団員等に該当する者がいる不動産媒介業者等 

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのあ

る不動産媒介業者等 

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等 

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等 

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、若しくは第三者に損害を加

える目的をもって暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒

介業者等 

(7) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、若しくは便宜を

供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している不動産

媒介業者等 

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的

に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等 

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知り

ながら不当に利用している不動産媒介業者等 

３ 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、前項の暴力団員等

と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、住居確保給付金

の振込を中止するものとする。 

（相談受付等の記録） 

第24条 市長は、住居確保給付金の相談、申請状況等その他必要な事項について、住

居確保給付金面接受付簿（様式第25号）及び住居確保給付金管理簿（様式第26号）

により適正に管理するものとする。 

（委任） 

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

この告示は、平成27年９月15日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則（平成28年３月31日告示第108号） 

（施行期日） 

１ この告示は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年４月

１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前の登米市一時保育事業実施要綱、

第２条の規定による改正前の登米市家族介護用品支給事業実施要綱、第３条の規定

による改正前の登米市配食サービス事業実施要綱、第４条の規定による改正前の登

米市生きがい対応デイサービス事業実施要綱、第５条の規定による改正前の登米市

軽度生活援助事業実施要綱、第６条の規定による改正前の登米市外出支援サービス

事業実施要綱、第７条の規定による改正前の登米市介護家族支援レスパイト事業実

施要綱、第８条の規定による改正前の登米市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要

綱、第９条の規定による改正前の登米市訪問介護低所得者利用者負担額軽減事業実

施要綱、第10条の規定による改正前の登米市老人日常生活用具給付等事業実施要綱、

第11条の規定による改正前の登米市ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施

要綱、第12条の規定による改正前の登米市生活支援ハウス運営事業実施要綱、第13

条の規定による改正前の登米市透析患者の通院に要する交通費助成要綱、第14条の

規定による改正前の登米市住宅改修費給付事業実施要綱、第15条の規定による改正

前の登米市国民健康保険被保険者資格証明書等交付事務要領、第16条の規定による

改正前の登米市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱、第17条の規定による

改正前の登米市介護認定事務取扱要綱、第18条の規定による改正前の登米市社会福

祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度

事業実施要綱、第19条の規定による改正前の登米市障害者控除対象者認定実施要綱、

第20条の規定による改正前の登米市子育て用品支給事業実施要綱、第21条の規定に

よる改正前の登米市国民健康保険税減免取扱要綱、第22条の規定による改正前の登

米市地産地消推進店認定に関する要綱、第23条の規定による改正前の登米市障害者

（児）日常生活用具給付等事業実施要綱、第24条の規定による改正前の登米市知的

障害者職親委託制度実施要綱、第25条の規定による改正前の登米市特例介護給付費

等受領委任払実施要綱、第26条の規定による改正前の登米市小児慢性特定疾病児童

日常生活用具給付事業実施要綱、第27条の規定による改正前の登米市介護保険料の

徴収猶予及び減免取扱要綱、第28条の規定による改正前の登米市介護保険利用者負

担額の減免取扱要綱、第29条の規定による改正前の登米市東日本大震災による被災

者に対する介護保険料、利用者負担額等の減免取扱要綱、第30条の規定による改正

前の登米市自立支援医療費（育成医療）事務処理要綱、第31条の規定による改正前



の登米市未熟児養育医療給付実施要綱、第32条の規定による改正前の登米市東日本

大震災による被災者に対する介護保険利用者負担額の免除取扱要綱及び第33条の規

定による改正前の登米市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様

式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

附 則（平成30年12月28日告示第264号） 

この告示は、平成30年12月28日から施行し、同年10月１日から適用する。 

附 則（令和２年12月28日告示第229号） 

この告示は、令和２年12月28日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

世帯人数 基準額 

１人世帯 78,000円 

２人世帯 115,000円 

３人世帯 139,000円 

４人世帯 175,000円 

５人世帯 209,000円 

６人世帯 242,000円 

７人世帯 275,000円 

８人世帯 308,000円 

９人世帯 337,000円 

10人世帯 366,000円 

備考 登米市税条例（平成17年登米市条例第65号）において定められる市民税均等

割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の１を乗じて算定する（千円未

満切上げ）。 

別表第２（第４条関係） 

 要件 備考 

１ 住居喪失者又は住居喪失のおそれのあ

る者であること。 

申請者及び申請者と同一の世帯に属する

者のいずれもが、当該申請者が就職活動を

行うに当たって居住可能な住宅を所有し

ていること。 

２ 申請日において、離職した日若しくは事

業を廃止した日から起算して２年を経

過していないものであること又は申請

日の属する月において就業している個

人の給与その他の業務上の収入を得る

離職等時の雇用形態、雇用期間及び離職理

由は問わない。 



機会が当該個人の責めに帰すべき理由

若しくは都合によらないで減少し、当該

個人の就労の状況が離職若しくは廃業

の場合と同程度の状況にあること。 

３ 離職等の日において、その属する世帯の

生計を主として維持していた者である

こと又は申請日の属する月においてそ

の属する世帯の生計を主として維持し

ている者であること。 

自らの労働により賃金を得て、世帯の生計

を主として維持していた者であること。 

４ 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠

実かつ熱心に常用就職を目指した求職

活動を行う意欲のある者であること。 

常用就職の意欲がある者であること。 

５ 申請日の属する月における申請者及び

申請者と同一の世帯に属する者の収入

の合計額が、収入基準額以下であること

（収入要件）。 

(1) 収入が給与収入である場合は、社会

保険料等天引き前の事業主が支給する

総支給額（交通費支給額は除く。）とす

る。 

(2) 雇用保険の失業等給付、児童扶養手

当等各種手当、年金等の公的給付は、収

入として算定する。 

(3) 借入金及び未成年かつ就学中の子の

収入は、収入として算定しない。この場

合において、就学中の対象となる学校等

に、大学等の夜間学部及び高等学校の夜

間等の定時制の課程等昼間以外の課程

は含まない。 

(4) 申請日の属する月の収入が確実に推

計できる場合は、その額によることと

し、毎月の収入額に変動がある場合は、

収入の確定している直近３月の収入額

の平均に基づき推計する。 

(5) 申請日の属する月の収入が収入要件

を超えている場合であっても、離職等、

雇用保険の失業等給付の終了、収入の減

少等により申請日の属する月の翌月か

ら収入要件に該当することについて、提



出資料等により申請者が当該事実を証

明することが可能な場合は、対象とす

る。 

６ 申請日における申請者及び申請者と同

一の世帯に属する者の所有する金融資

産の合計額が、基準額に６を乗じて得た

額（当該額が100万円を超える場合は100

万円とする。）以下であること（資産要

件）。 

金融資産は、金融機関に対する預貯金及び

現金をいい、債券、株式、投資信託、生命

保険、個人年金保険等は含まない。 

７ 国の雇用施策による給付又は地方自治

体等が実施する住居を喪失した離職者

に対する類似の給付を申請者及び申請

者と同一の世帯に属する者が受けてい

ないこと。 

 

８ 申請者及び申請者と同一の世帯に属す

る者のいずれもが暴力団員でないこと。 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第10号（第８条関係） 

様式第11号（第９条関係） 

様式第12号（第９条関係） 

様式第13号（第９条関係） 

様式第14号（第９条関係） 

様式第15号（第15条関係） 

様式第16号（第15条関係） 

様式第17号（第16条関係） 

様式第18号（第16条関係） 

様式第19号（第16条関係） 

様式第20号（第16条関係） 

様式第21号（第17条関係） 

様式第22号（第18条関係） 

様式第23号（第18条関係） 

様式第24号（第18条関係） 

様式第25号（第24条関係） 

様式第26号（第24条関係） 

 


